
2021 年８月 27 日

『改正民法と消費者関連法の実務』

正誤表

標記書の下記箇所につき、誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

○57 頁「２ 改正内容」１行目

（誤）錯誤取消しは善意または無過失の第三者

（正）錯誤取消しは善意かつ無過失の第三者

○57 頁「２ 改正内容」５行目

（誤）善意または無過失の第三者とされた

（正）善意かつ無過失の第三者とされた


